
　特定健康診査（メタボ健診）は、40歳から74歳までの方を対象に、生活習慣病の予防と早期発見を目的として、
平成20年４月から始まりました。対象の方は、必ず受けるようにしましょう。

　公立学校共済組合東京支部では、組合員とその被扶養者の皆さまのさまざまなここ
ろの悩みを臨床心理士等に面談で相談できる「こころの相談」を実施しています。
相談に関するプライバシーは守られますので、ぜひお気軽にご利用ください。

対象者・受診方法

特定健康診査のご案内

40歳から74歳の方は、特定健康診査を受診しましょう

「こころの相談」のご案内

「こころの相談」を無料で実施しています

令和６年度内（令和７年３月31日まで）に40歳から75歳の誕生日を迎える次の方
※75歳の誕生日を迎える方は75歳の誕生日の前日まで受診が可能です。

1 組合員（任意継続組合員を除く。）
　職場での定期健康診断または東京支部が実施する人間ドックを受診することで、
特定健康診査を受診したものとみなされます。

2 被扶養者・任意継続組合員
　下表のどれか一つを受診すると、特定健康診査を受診したことになります
（重複受診はできません。）。
詳細は、６月中旬に自宅へ送付した「特定健康診査のご案内」でご確認ください。

健診種別 特定健康診査
受診期限 令和７年１月31日（金）
料　　金 ０円

健診項目

申込方法 本誌P12参照６月中旬に自宅へ送付した「特定健診のご案内」をご確認ください。

特定健康診査項目
（メタボ健診）のみ

人間ドック
令和７年２月28日（金）
検査料金と助成額との差額

基本ドック項目
特定健診、かがやきメイト健康診断より

さらに詳細な検査項目
希望によりオプションを追加可能

かがやきメイト健康診断（施設型・巡回型）
令和７年１月31日（金） 

０円
特定健康診査項目
＋胸部Ｘ線・心電図など
＝定期健診と同じ項目

注目
ポイント

注目
ポイント

※資格喪失後の受診が判明した場合には、助成額を返還していただきます（遡って資格を喪失した場合も同様。）。

かがやきメイト健康診断を利用して特定健診を受診すると、胸部Ｘ線や心電図などの
検査項目も無料で受けられます！
がん検診などのオプションも、上限5,000円補助されます！

福利厚生課厚生事業担当 ☎03-5320-6821問合せ先

福利厚生課厚生事業担当 ☎03-5320-6821問合せ先

場　所

●対面相談
（御茶ノ水相談室、立川相談室）

●オンライン相談

 
※各相談室の所在地はご予約時に
　ご案内します。

開設日時  
月曜日～金曜日
9:00 ～ 20:00
※年末年始、祝日は除く。　　

 
　

予約制
で安心

相談
無料

組合員及び被扶養者対象者

予約先（受託事業者）

臨床心理士、公認心理師　など応　対

●電話番号　0120-107-656
●受付時間　月曜日～金曜日　8：30～18：00  ※年末年始、祝日は除く。

公益社団法人東京都教職員互助会東京都教職員総合健康センター

オンライン相談は、webサイトからの予約になります。
詳細は東京都教職員総合健診センターHP
（https://www.sanraku.or.jp/gojokai/health/mental.html）でご確認ください。

どれか
一つを
選択！

希望によりオプションを追加可能

今後の老齢年金関係手続3 年金を受け取るために自分は何をすればよいの？

 60歳からの繰上げ支給／65歳からの繰下げ支給

　年金の手続は、定年退職後の働き方で異なります。

老齢年金の諸制度4 他にも知っておいた方が良い情報はあるかな？

　老齢年金には、本人の希望や特定の条件に該当する場合に受けられる制度や特例があります。
該当する制度や特例を受けるためには、ご自身で申請をする必要があります。

●60歳以降であれば、希望により１月あたり0.4%の割合で減額された老齢年金を請求することができます。ただし、
受け取る年金の減額が生涯続く等の制約事項があります。
●66歳以降75歳まで繰り下げることができ、繰り下げると1月あたり0.7%の割合で増額されます。ただし、支給調
整で停止となっている老齢年金は繰下げ増額の対象とはなりません。

暫定再任用フルタイムになる礼子さん
昭和39年7月25日
暫定再任用フルタイム満了（65歳）まで

臨時的任用教職員になる裕二さん
 生年月日 昭和40年1月10日
 勤務予定 

 生年月日 
 勤務予定 64歳まで臨時的任用教職員

定年
退職時
（62歳）

□引き続き公立学校共済組合の一般組合員
（公務員厚生年金に加入）のため、

年金関係の手続はありません。

□公立学校共済組合（公務員厚生年金）から、
一般厚生年金に変わるため、
「退職届書 兼 年金待機者登録届書」を
所属の事務担当へ提出

65歳

□公立学校共済組合東京支部から所属に送付される
「老齢基礎・厚生年金※」
の請求書を東京支部へ提出

※在職中で厚生年金に加入しているため、支給調整対象

※65歳時点で一般組合員の場合は、退職時に請求

※手続方法等については、変更される可能性があります。

フルタイム
終了時

□公立学校共済組合東京支部から所属に送付される
「退職届書」および「年金払い退職給付※」

の請求書を提出

□公立学校共済組合本部から自宅住所に送付される
「年金払い退職給付」の請求書を本部へ提出

※64歳で臨時的任用教職員勤務を終了しているため、支給調整なし

□日本年金機構から自宅住所に送付される
「老齢基礎・厚生年金※」の請求書を日本年金機構
へ提出

公立学校
教員ひとすじ！

　令和６年度末に60歳になられる一般組合員の方には８月ごろに、年金制度と退職後に必要な手続等に
ついての詳細資料をお配りさせていただきます。
　また、公立学校共済組合東京支部ホームページにて、当該資料及び年金制度等説明動画を
公開予定です。 https://www.kouritu.or.jp/tokyo/tetsuduki/kyosai/kyosai/index.html

　今後の生活設計にお役立ていただくため、年金・退職手当・医療保険について、一般組合員
を対象に各担当者が個別に説明します。予約制となりますので、相談希望日の１週間前までに
予約申込みが必要となります。
※詳細は、「福利厚生ハンドブック（令和6年度）P43」を参照してください。

年金等相談コーナーのご案内

給付貸付課年金担当 03-5320-6828☎問合せ先
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